
実施期間：令和元年７月１日（月）～９月３０日（月）まで 

全職場，全職員対象
※勤務シフト制等により，実施できない職場を除く。 

問い合わせ先：総務部人事課人材育成・厚生係 内線２３０４ 

A 午前７:30～午後４:00 

B 午前７:45～午後４:15 

C 午前8:00～午後４:30 

D 午前8:30～午後 5:00 

 所属長は職員と話し合い，業務等に支障が出ないよう，夏の生活スタイル変革（ゆう活）を

行う職員を指定する。ゆう活を行う職員の勤務時間は，上記に示したＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの勤務

時間のいずれかとします。（１日単位で指定することも可能）。 

 所属長は，各職員の状況に配慮して，強制することがないようにしてください。また，ゆ

う活当日は，時間外勤務せずに，定時（午後４時，午後４時15分，午後４時３０分又は午

後５時）退庁に努めてください。 

 職員の多様な働き方の一環として，ワークライフバランスを推進し，合わせて一日の時間

を有効活用することで，時間に対する意識改革を促すもので，働き方変革の取り組みとして

実施します。 

 ※市役所の開庁時間（9:00～17:30）に変更はありません。 


